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（第 章）

（第 節）

（第　

17 ～ 年度

【事務事業を評価する指標（ものさし）】
指　　　標　　　値

16年度目標値 最終目標値

成果指標

（目的の達成
度を測るもの
さし）

（事務事業の
活動量や実
績）

指　　　標 指　　　標(算式）

活動指標

事務事業開始の
きっかけ（市民
ニーズ、住民要望
等）

節
施策

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

上位施策との関連
（総合計画での位
置付け）

□　あり □　なし総合計画(第１次実施計画）

作成部署事務事業名

部長職名

施策）

１　計　画　（プラン）

事務事業開始年度

章

根拠法令等
　〃 終了予定年度

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　　意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよう
な状態にしたいの
か）

１6
年
度

市が行う事務
事業の具体
的な実施内
容
（※補助金等
の場合は団
体等の活動
内容）

　総　事　業　費 ①＋④

直接事業費

【費用の推移】

その他特財

一般財源

国支出金

道支出金

（単位：千円）

予算要求予定額

人 　件 　費
（概算）

地方債

④＝②×③

区　　　　分
16年度 17年度以降予定額

17
年
度
以
降

実施計画額 毎年度

↓ ↓
終期のある事務事
業はこの欄に17年
度以降の総額を記
入

終期のない事務事業
はこの欄に単年度の
概算額を記入
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整理番号

事務区分 課長職名 作成日□自治事務　　□法定受託事務　

0

③１人当り年間平均人件費

①合　計

9,000

②人　数（年間）

9,000 9,000

0 0 0

0

9,000

0

0 00

0

0

0

自治事務は、市独自の判断で取り組める事務で、法定受託事務は、本来国や道が
実施すべき事務を法律により市が処理することとされている事務です。

この事務事業を始めるに至った経緯（時代背景や市民ニー
ズ）や当初の目的などを記入しています。

この事務事業が総合計画のどの部分に位置付けられ
ているかを明らかにしています。

実施計画に有るか無いかをチェッ
クしています。

目的を対象(誰､又は何を)と意図（何をねらっているの
か｡対象をどのような状態にしたいのか）に分けて記入
し、具体的かつ明確にするようにしています。

16年度に実施を予定している事業内容を記入しています。

17年度以降の概略的な事業内容を記入しています。

16年度は実施計画額と予算要求予
定額を財源ごとに記入しています。

終期のある事務事
業は期間を入れ、
この欄にその期間
の総額を記入して
います。

毎年度継続的に実
施する事務事業は
この欄に単年度の
概算額を記入して
います。

この事務事業に必要な人数（人工）で、職員1人当たりの年間業務量を1.00としています。

職員の給料､手当、共済費などすべての費用の合計額の平均で、金額は固定しています。

直接事業費と人件費の合計額で、この事務事業にかかるトータルの経費です。

人数×年間
平均人件費で
算出します。

目的達成のためどれくらい活動するかを表すため、指標（ものさ
し）を設定し、その目標値を記入しています。

目的がどの程度達成されているかを測る指標（できるだけ定式
化する）を設定し、その目標値を記入しています。



　判　　　　定 今後の方向性等【1次評価】

□妥当でない
【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから、
設定した対象や意図は妥
当ですか】

□概ね妥当である　

□実施する

□見直しの上で実施する

□実施時期を遅らせる

□実施について再検討する

□実施しない

【目的を達成するための
手段は適切ですか。他の
手段や委託化などの可能
性はありませんか】

□民間等への委託等が可能である

□民間等への一部委託が可能である

　事務事業担当部局
　の総合的な考え方

※以下の欄は記入しないでください。

整理番号

２　評　価　（チェック）

３　総合判定と今後の方向性

市が実施する必要性

【受益者負担が必要また
は可能である場合、具体
的な方法等を理由等の欄
に記入してください】

　行財政構造改革推
　進本部の総合判定

手段の妥当性

□実施する

□見直しの上で実施する

　判　　　　定

【事務事業担当部局内優先度】

※部局で所管するすべての事務事業の中で、この事務事業の位置づけはどの程度ですか

【２次評価】

□実施時期を遅らせる

今後の方向性等

□実施について再検討する

□実施しない

□適切である

判　定項　　目

【必要性・妥当性・有効性・緊急性の評価】

理由・方法等
□市が実施すべき事務事業である

□民間等への移管は可能であるが当面　

□妥当である

受益者負担の必要性

【市が実施すべき事務事
業ですか。市民・企業等
での実施可能性はありま
せんか】

目的の妥当性

　　行政で実施すべきである

□民間等で実施すべきである

□他の手法がある

□受益者負担を求める必要がある

□受益者負担を求めることは可能である

□受益者負担になじまない

事業の有効性 □十分効果が期待できる

【事務事業の社会的・経
済的効果はどの程度です
か。効果の内容を具体的
に記入してください】

□ある程度効果が期待できる

□あまり効果が期待できない

□Ａ 　　 　□ B　　 　□C

事業の緊急性 □16年度から着手する必要がある

【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから緊
急度はどの程度ですか】

□17年度以降の着手も可能である

□あまり緊急性はない

市の役割や守備範囲に合った事務事業なのか、
市民、ＮＰＯ、企業などが役割を担う可能性はな
いかについて判定し、その理由や方法を記入して
います。

社会の要請や市民ニーズなどから、この事務事
業がどの程度緊急性があるかを判定し、その理
由を記入しています。

設定した目標が、社会経済情勢・市民ニーズなど
の変化のなかで、妥当かどうかを判定し、その理
由などを記入しています。

実施方法の適切性について判定し、他の手法や
委託化などの可能性がある場合は、その方向性
について記入しています。

受益者負担の必要性、可能性について判定し、
その理由や、求める場合は具体的な方法につい
て記入しています。

社会的・経済的効果等について、どのくらい期待
できるかを判定し、その理由を記入しています。

部局内でのこの事務事業の優先度をＡ・Ｂ・Ｃでランク付けしています。（部局内す
べての事務事業を概ねＡが5割、Ｂが4割、Ｃが１割に振り分けました。）　部局内
での施策の重点化等に活用するとともに、全庁的な評価の参考にします。

事務事業担当部局として総合的な観点から実施について判
定し、今後の方向性等について記入しています。

1次評価（事業担当部局の評価）やヒアリングを踏まえ、行財
政構造改革推進本部が実施についての判定を行い、その
説明を記入しています。


